
 

  
 

 

障害のある方の自立と社会参加を支援するために 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴 岡 市  

 

 

 

 

給付や減免の申請は事前申請が原則です。 

サービスの利用にあたっては、必ず事前にご相談くださるようお願いします。 

 



＜申請・相談に関する窓口＞ 

名称 住所 電話 FAX 

鶴岡市役所 

福祉課障害福祉係 
馬場町９－２５ 35-1273 25-9500 

藤島庁舎 市民福祉課 藤島字笹花２５ 64-5806 64-5940 

羽黒庁舎 市民福祉課 羽黒町荒川字前田元８９ 26-8774 26-9109 

櫛引庁舎 市民福祉課 上山添字文栄１００ 57-2116 57-2119 

朝日庁舎 市民福祉課 下名川字落合１ 53-2115 53-2119 

温海庁舎 市民福祉課 温海戊５７７－１ 43-4613 43-4631 

鶴岡市障害者相談支援センター 

         （にこころ） 

泉町５番３０号 

鶴岡市総合保健福祉センター 

「にこ・ふる」２階 

Mail:shogai-c@shk01.jp 

25-2794 25-2476 

 

相談機関・関係機関等一覧 

名称 住所 電話 FAX 

総合相談室 鶴岡市馬場町９－２５ 
0120-866-294 

25-2165 
25-2989 

子育て推進課   

鶴岡市泉町５番３０号 

鶴岡市総合保健福祉センター 

「にこふる」２階 

21-0176 

内 150 
25-2167 

鶴岡市地域生活自立支援センター

くらしステーション（くらしス） 
鶴岡市馬場町９－２５ 

25-2111 

内 270・271 

直通 29-1729 

25-9500 

鶴岡市社会福祉協議会 鶴岡市西新斎町１４－２６ 

鶴岡ふれあいプラザかたりあい 

26-9222 
26-9128 

鶴岡市ボランティアセンター 23-2970 

庄内児童相談所 鶴岡市道形町４９－６ 22-0790 22-2534 

県知的障がい者更生相談所 

庄内支所 
鶴岡市道形町４９－６ 22-0790 22-2534 

庄内保健所 三川町大字横山字袖東１９－１ 66-4724 66-4750 

鶴岡年金事務所 鶴岡市錦町２１－１２ 23-5040 24-1029 

ハローワーク鶴岡 鶴岡市馬場町２－１２ 25-2501 25-2504 

庄内障害者就業・生活支援センタ

ー(サポートセンターかでる) 
酒田市北新橋一丁目 1－１８ 0234-24-1236 0234-43-0511 

庄内総合支庁地域保健福祉課 三川町大字横山字袖東１９－１ 66-2111(代表) 66-4053 

県立こども医療療育センター 上山市河崎三丁目７－１ 023-673-3366 023-673-3757 

    〃    庄内支所 鶴岡市道形町４９－２１ 23-4584 23-4595 

相談支援センターあおば 鶴岡市宝町１８－５０ 29-1502 33-9900 

県身体障がい者更生相談所 山形市十日町一丁目６－６ 023-627-1197 023-627-1114 

県精神保健福祉センター 山形市小白川町２－３－３０ 023-624-1217 023-624-1656 

県難病相談支援センター 山形市小白川町２－３－３０ 023-631-6061 023-631-6061 

県発達障害者支援センター 

(こども医療療育センター内) 
上山市河崎三丁目７－１ 023-673-3314 023-673-3360 

県医療的ケア児等支援センター 

山形大学医学部付属病院 

地域医療連携センター内 

山形市飯田西二丁目２－２ 
mccsc-yamagata@mws.id.yamagata-uac.jp 

023-628-5533  
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7 8 8 9 11 12 13 14 14 15 16 17 19 20 22 22 23 24 24

1 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○主
2 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○主
3 △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○主
4 △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○主
5 △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○主
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○主

2 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ 聴○主
3 △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ 聴○主
4 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ 聴○主
5 △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ 聴○主
6 △ ○ ○ ○ ○ ○ △ 聴○主

3 △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △
4 △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △

1 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○主
2 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○主
3 △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △
4 △下 △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △
5 △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △
6 △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △

1 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○主
2 △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○主
3 △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △
4 △ ○ ○ ○ ○ ○ △

 A △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ △ ○主
B △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △

1 △ △ △ △ △ △ △ △ ○ △ △ ○ △ ○主
2 △ △ △ △ △ △ ○ ○ △
3 △ △ △ △ ○ ○ △
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24 25 26 28 34 35 35 37 37 39 39 39 40 41 41 42 45 46 50～ 61 62～

1 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △
2 ○ ○ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △
3 ○ ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △
4 ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △
5 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △
6 ○ ○ △ ○ ○ ○ △ △ △

2 △ △ △ △ ○ ○ ○聴 ○ ○ △ △ △
3 △ △ △ ○ ○ ○ ○平 ○ ○ △ △ △
4 △ △ ○ ○ ○ △ △ △
5 △ ○ ○平 ○ ○ △ △ △
6 △ ○ ○ ○ △ △ △

3 △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ △ △ △
4 △ △ △ ○ ○ ○ △ △ △

1 上△体 △ △ 下△体 △ △ ○ 下△体 △ ○ ○ ○ ○ △ △ △
2 上△体 △ △ 下△体 △ △ ○ 下△体 △ △ ○ ○ ○ △ △ △
3 △ △ 下△体 △ ○ △体 △ 下△体 下△体 ○ ○ △ △ △
4 △ △ △ 下△体 下△体 ○ ○ △ △ △
5 △ △ 下△体 ○ ○ △ △ △
6 △ △ 下△ ○ ○ △ △ △

1 △ △ △ △腎 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △
2 △ △ △ △腎 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △
3 △ △ △ △腎 △呼 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △
4 △ △ △ △腎 △呼 ○ ○ ○ △ △ △

 A ○ △ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △
B ○ △ ○ ○ △ △ △

1 ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △
2 ○ ○ ○ △ △ △
3 ○ ○ ○ △ △ △
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